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「新型コロナウイルス感染症対策『第５波終息を目指して』」について 

 

第５波では、感染力の強いデルタ株により、新規感染者数が３００人規模で連日確認

されるなど、これまでに経験したことのない感染拡大となりました。その後、感染状況

は減少局面となり、本県が指定されている「緊急事態措置」は９月末をもって解除され

ることとなりました。 

しかしながら、新規感染者数はなお高い水準にあり、未だ若者を中心に連日新たな感

染が一定数確認され、外国人県民の感染も目立つ状況にあるなど、第５波は終息したわ

けではありません。また、秋の行楽シーズンを迎え、第６波への備えも必要です。 

このため、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添のとおり「新型

コロナウイルス感染症対策『第５波終息を目指して』」を決定したところです。 

県内の高齢福祉サービス事業所等におかれては、上記対策の趣旨に基づき、引き続き、

下記により感染拡大防止の取組み徹底の継続をお願いします。 

 

記 

 

１ 基本的な感染防止対策の徹底について 

「第５波」では、ワクチン接種後でもブレークスルー感染により、高齢者施設でク

ラスターとなった例も発生しました。引き続き、基本的な感染防止対策の徹底をお願

いします。 

・ワクチン接種後の方（ブレークスルー感染の恐れ）も含めて、以下の対策を徹底。 

  マスク着用（不織布マスクで隙間なくフィット） 

  手指衛生（頻繁な手洗い、消毒） 

  密回避（密閉・密集・密接のどれか一つでも回避） 

  こまめに換気 

  体調管理（体調不良時には 出勤・通学を含む全ての行動をストップ） 

・外出については、以下の対策を実施。 

  混雑している場所や時間を避けて少人数で行動 

  飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間の外出自粛 

  帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹

底するとともに、ワクチン接種を完了していない方には検査を勧奨 

  感染拡大地域との間の移動を自粛 

・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛。 



 

２ すべての関係職員の体調管理の徹底について 

入所施設では、関係職員から入所者へ感染が拡がったと考えられる状況が「第５波」

でも引き続き発生しています。軽い症状であったため出勤し、結果的にその出勤によ

り感染拡大につながった例もあり、特にワクチン接種後は感染しても症状が軽く治ま

る場合が多いため、十分な注意が必要です。また、感染発生後の確認で、外部委託の

職員の体調を施設側が把握できていなかった例もありました。 

事業所・施設においては、外部委託の職員なども含め、当該施設内で従事するすべ

ての関係職員について、体調不良がある場合に出勤することが無いよう、「ぎふコロ

ナガード」（感染対策を監視し、健康状態を確認する責任者）を中心に、体調管理の

徹底と、無理をして出勤しない職場の雰囲気づくりをお願いします。 

 

３ 動画を使った事業所・施設内研修の実施について 

県では、９月１０日に高齢者・障がい者施設の「第５波」感染防止緊急対策研修会

をオンラインで開催し、その動画を県ホームページに掲載しています。 

各事業所・施設においては、上記研修会の動画のほか、日本環境感染学会の配信動

画など事業所・施設内研修を実施し、すべての職員が視聴されるようお願いします。 

○岐阜県「高齢者・障がい者施設の「第５波」感染防止緊急対策研修会」（約６０分） 

URL：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94176.html 

    （研修資料、YouTubeリンク先を掲載） 

○日本環境感染学会講習会動画（約２０分） 

講師：（一社）ぎふ綜合健診センター所長・岐阜大学名誉教授 村上啓雄氏 

  URL：https://www.youtube.com/watch?v=_7IKndd-cEM&list=PLU_dEM_9NVr1UXcXtERsE2gJ5qEX5OHZT&index=3 

（研修資料は県高齢福祉課ＨＰに掲載 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/94176.html ） 

 

 

［添付資料］ 

・「新型コロナウイルス感染症対策『第５波終息を目指して』」（令和３年９月２８日岐阜

県新型コロナウイルス感染症対策本部） 
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